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 （趣旨） 
第１条 宮崎大学（以下「本学」という。）における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関

する保安（以下「自家用電気工作物に係る保安」という。）を確保するため、電気事業法（昭和
39年法律第170号。以下「法」という。）第42条第１項の規定に基づき、この規程を定める。 

 
 （他の法令との関係） 
第２条 本学の自家用電気工作物に係る保安に関しては、消防法（昭和23年法律第186号）、建築基

準法（昭和25年法律第201号）及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除く
ほか、この規程の定めるところによる。 

 
 （細則の制定等） 
第３条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を定める。 
 
 （保安業務組織） 
第４条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに自家用電気工作物の工

事、維持及び運用に関する保安業務（以下「保安業務」という。）を執行するための組織構成は、
次に定めるとおりとする。 

 (1)  学長は保安業務を総括管理する。 
(2)  法第43条第１項の規定に基づき保安に関する監督の職務を的確に遂行するため、電気主任技

術者を高圧受変電設備事業場及び特別高圧受変電設備の事業場毎に各１名置き、施設環境部の有
資格者又は保安監督業務を委託された業者の有資格者のうちから学長が任命する。 

(3) 前項の規定にかかわらず、保安管理業務を電気事業法施行規則（平成7年通商産業省令第77
号）第52条の2号に規定する要件に該当する者に委託し、所管官庁の承認を受けた地区にあって
は、電気主任技術者を選任しないことができる。この場合において、委託された業者には、電気
主任技術者に関する規定を準用する。 

 (4) 本学の高圧受変電設備事業場及び特別高圧受変電設備を有する事業場は以下のとおりとする。 
ア 高圧受変電設備事業場 
(ア) 木花団地 
(イ) 花殿団地  
(ウ) 住吉団地 
 

イ 特別高圧受変電設備事業場 
(ア) 清武1団地 

(5)  保安業務の管理体制については別表第１のとおりとする 。 
 
 （管理者の義務） 
第５条 学長（以下「管理者」という。）は、電気工作物の工事計画その他自家用電気工作物に係

る保安上重要な事項を立案し、決定し、又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を
求め、その意見を尊重するものとする。 

２ 管理者は、法律に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係がある場合には、
電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。 

３ 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立会わせるものとする。 
 
 （電気主任技術者の職務） 
第６条 電気主任技術者は、管理者を補佐し、次の各号に掲げる本学の保安監督の職務を処理する



ものとする。 
 (1)  自家用電気工作物に係る保安の教育に関すること。 
 (2)  自家用電気工作物の工事、保守、運転操作及び災害対策に関すること。 
 (3)  保安業務の記録に関すること。 
 (4)  保安用器材及び書類の整備に関すること。 
２ 本学の電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、保安業務の職務を誠実に行わなければ

ならない。 
 

（関係職員の義務） 
第７条 保安業務に従事する者（以下「関係職員」という。）、又は事業用電気工作物の工事、維

持若しくは運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければな
らない。 

 
 （電気主任技術者不在時の措置） 
第８条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、あらかじめ管

理者の指名する者（以下「代務者」という。）がその職務を代行する。 
２ 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなけ

ればならない。 
 

（電気主任技術者の解任） 
第９条 電気主任技術者が、次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。 
 (1) 心身の故障等により職務の遂行が困難であると認めたとき。 
 (2)  法令又はこの規程の定めるところに違反し、又はその職務を怠って保安業務の確保上不適当

と認められたとき。 
 
 （保安教育及び訓練） 
第１０条 電気主任技術者は、関係職員に対し、必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに、

災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じ指導し、訓練を行うものとす
る。 

 
 （工事の計画及び実施） 
第１１条 電気主任技術者は、自家用電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事又

は改良工事について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めな
ければならない。 

２ 自家用電気工作物に関する工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任
し、電気主任技術者の監督のもとに、これを施工するものとする。 

３ 自家用電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完
成したときは、電気主任技術者が検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。 

４ 工事の実施に当たっては、その保安を確保するため、次の各号に定める作業心得によって行う
ものとする。 

 (1)  電気主任技術者による停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の確認 
 (2)  作業時間、停電時間及び危険区域の表示 
 (3)  停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置 
 (4)  作業責任者の指名とその責任 
 (5)  作業終了時の点検及び測定 
 
 （巡視、点検及び測定） 
第１２条 自家用電気工作物に係る保安のための巡視、点検及び測定は、別表第２に定める基準に

より行わなければならない。 
２ 電気主任技術者は、別表第２に定める基準により巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あ

らかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を得てこれを行うものとする。 
３ 電気主任技術者において、巡視、点検及び測定が困難な場合には、第三者に請負わせ、その結

果について管理者あてに報告書を提出させるものとする。 
４ 巡視、点検及び測定の結果、法令に定める電気設備に関する技術基準に適合しない事項が判明

したときは、直ちに管理者に報告するとともに、その自家用電気工作物の修理、改造、移設、使
用制限等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持しなければならない。 

 
 （事故発生の防止） 
第１３条 電気主任技術者は、事故発生の防止に努め、事故その他異状事態が発生した場合には、

必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置



するものとする。 
 
 （運転又は操作） 
第１４条 自家用電気工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱い方を熟知し、常

に安全確実に行わなければならない。 
２ 電気主任技術者は、自家用電気工作物を安全確実に運転又は操作するため、次に掲げる事項に

ついて定めておかなければならない。 
 (1)  平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統 
 (2)  受配電室、電路等の監視 
 (3)  軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領 
 (4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法 
３ 受電用遮断器、開閉器その他必要なものについては、別に電力会社との間に締結しているとこ

ろによる。 
 
 （防災対策） 
第１５条 台風・洪水・地震・火災その他の非常災害に備え、自家用電気工作物に係る保安を確保

するために、適切な措置を取り得る体制を整備しておかなければならない。 
 
第１６条 電気主任技術者は、非常災害発生時において自家用電気工作物に係る保安を確保するた

めの指揮監督を行うものとする。 
２ 電気主任技術者は、非常災害時に危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止する

ことができるものとする。 
 
 （記録） 
第１７条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号に掲げるとおりとし、

これを３年間保存しなければならない。 
 (1) 巡視、点検記録 
 (2) 定期点検測定記録 
 (3) 電気事故記録 
 (4) 補修工事記録 
 (5) 運転記録 
２ 主要電気機器の補修記録は、機器の使用期間中保存しなければならない。 
３ 前項各項に掲げる記録の様式は、別に定める。 
  

（責任の分界点） 
第１８条 電気工作物に係る保安上の責任分界点は、電力契約書に基づくものとする。 
 
 （電気需要設備の使用区域） 
第１９条 電気需要設備の使用区域は、別図のとおりとする。 
 
 （危険の表示） 
第２０条 電気主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で、危険のお

それのあるところには、注意を喚起するため、その旨の表示を設けなければならない。 
 
 （測定器具類の整備） 
第２１条 電気主任技術者は、自家用電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、適

正に保管しなければならない。 
 
 （設計図等の整備） 
第２２条 電気主任技術者は、自家用電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等につい

ては、当該自家用電気工作物の設置期間中整備保存しなければならない。 
 
 （手続書類等の保存） 
第２３条 電気主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又

はその写を必要期間中保存しなければならない。 
 
 （規程等の改正） 
第２４条 この規程の改正又は第３条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、あらかじめ

電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。 
 



 （使用前自主検査に係る実施体制） 
第２５条 法令で使用前自主検査が定められている電気工作物に関しては、電気主任技術者の監督

のもと、法令に基づき適切に実施するものとする。 
２  使用前自主検査に関して、電気主任技術者の保安監督の基に実施し、その工事が工事計画に従

って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確
認しなければならない。 

 
 （使用前自主検査の結果の記録） 
第２６条 使用前自主検査の記録の記録は法令に基づき次に挙げる事項を記録する。 
 (1) 検査年月日 
 (2) 検査の対象 
 (3) 検査の方法      
 (4) 検査の結果 
 (5) 検査を実施した者の氏名 
 (6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 
 (7) 検査の実施に係る組織 
 (8) 検査の実施に係る工程管理      
 (9) 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 
 (10) 検査記録の管理に関する事項 
 (11) 検査に係る教育訓練に関する事項 
２  使用前自主検査の結果の記録は、設備が存続する限り永久保存するものとする。 
 
   附 則 
 この規程は、平成16年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この規程は、平成17年５月31日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成18年８月31日から施行する。 
 

附 則 
  この規程は、平成20年４月１日から施行する。 
 

附 則 
  この規程は、平成22年10月１日から施行する。 
 

附 則 
  この規程は、平成29年４月１日から施行する。 
 

附 則 
  この規程は、平成29年５月10日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 
  

附 則 
  この規程は、平成31年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この規程は、令和２年１月１日から施行する。 
 

附 則 
 この規程は、令和２年10月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和４年10月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和６年１月18日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



別表第1（第4条関係）

学 長
理 事
（総務担当）

各部局等の長
部局等の事務を統括す
る課長、事務長

電気主任技術者等（注記）
凡例

は指揮命令系統を示す

は連絡系統を示す

事務次長、次長

施設環境部長

電気係長

監査室長 監査係長

各総務担当係長等

外部事業契約者等

施設整備課長 施設整備課次長

企画管理課長 企画管理課次長 施設計画係長



別表第２（第１２条関係）

巡視，点検，並びに手入基準

項目 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定

対象 周 期 点検箇所ねらい 周 期 点検箇所ねらい 周 期 点検箇所ねらい 周 期 測 定 項 目No No No. No

断路器 １ １ヶ月 受と刃の接触 過熱 １ １ 年 受と刃の接触 過熱 １ １ 年 絶縁抵抗測定， ， ， ，

受 変色，ゆるみ ゆるみ，荒れ具合

２ １ヶ月 汚損，異物付着 １ 年 振れ止め装置の機能2

電 しゃ断器 １ １ヶ月 外観点検，汚損，き １ １ 年 各部の損傷，腐食 １ １ 年 絶縁抵抗測定

れつ，過熱，発錆， 過熱，油量，発錆 ２ １ 年 接地抵抗測定

損傷 変形，ゆるみ ３ 不定期 必要により動

設 ２ １ヶ月 支持，点灯 ２ １ 年 操作具合、機構点検 作特性

３ １ヶ月 その他必要事項 ３ １ 年 付属装置の状態

４ １ 年 必要によりその特性

備 調査

５ １ 年 接地線接続部点検

母 線 １ １ 年 母線の高さ たるみ １ １ 年 絶縁抵抗測定， ，

他物との離隔距離，

腐食，損傷，過熱

２ １ 年 接続部分，クランプ

類の腐食，損傷，過

熱，ゆるみ

３ １ 年 がいし類指支持の腐

食，損傷，変形，ゆ

るみ

変圧器 １ １ヶ月 本体外部点検 漏油 １ １ 年 各部の損傷，腐食， １ １ 年 絶縁抵抗測定配 ， ，

汚損，振動、音響， 発錆 ゆるみ 汚損 ２ １ 年 接地抵抗測定， ， ，

温度 油量 ３ 不定期 必要により絶電
２ １ヶ月 その他必要事項 ２ １ 年 接地線接続部点検 縁油耐圧試験

設
計器用 １ １ヶ月 外部の損傷，腐食， １ １ 年 各部の損傷，腐食， １ １ 年 絶縁抵抗測定

変成器 発錆，変形，汚損， 接触 発錆 ゆるみ ２ １ 年 接地抵抗測定備 ， ， ，

， ， ，温度，音響，ヒュー 変形 きれつ 汚損

ズの異常 ヒューズの異常

（

２ １ヶ月 その他必要事項 ２ １ 年 接地線接続部点検屋

避雷器 １ １ヶ月 外部の損傷 きれつ １ １ 年 外部の損傷 きれつ １ １ 年 絶縁抵抗測定外 ， ， ， ，

ゆるみ，汚損 ゆるみ，汚損，コン ２ １ 年 接地抵抗測定

パウンドの異常電
２ １ 年 接地線接続部点検

線
配電盤 １ １ヶ月 計器の異常，表示灯 １ １ 年 裏面配線のじんあ １ ２ 年 各部の損傷，過熱， １ １ 年 絶縁抵抗測定

の異常 い，汚損，過熱，ゆ ゆるみ，断線，接触 ２ １ 年 接地抵抗測定路
２ １ヶ月 操作，切換開閉器 るみ，断線 脱落 ３ １ 年 保護継電器の

などの異常 ２ ２ 年 端子配線符号 動作特性含
３ １ヶ月 その他必要事項 ２ １ 年 接地線接続部点検 ４ ２ 年 必要により計

器校正，シーむ

ケンス試験

）

電力用 １ １ヶ月 本体外部点検 漏油 １ １ 年 各部の損傷，腐食 １ １ 年 絶縁抵抗測定， ，

ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 汚損，音響，振動

蓄電池 １ １ヶ月 液面 沈殿物 色相 １ １ 年 損傷 １ ３ 年 充電装置の内部点検 １ ６カ月 比重測定， ， ，

極板彎曲隔離板，端 ２ １ 年 床面の腐食、損傷 ２ ６ヵ月 液温測定

子のゆるみ，損傷 ３ １ 年 充電装置の動作状況 ３ ６ヵ月 各電池の電圧

２ １ヶ月 表示電池の電圧比 測定

重，温度測定

電線及び １ １ヵ月 電線の高さ及び他の １ １年 電柱 腕金 がいし １ １ 年 絶縁抵抗測定、 、 、

支持物 工作物，樹木との距 支線、支柱、などの ２ １ 年 接地抵抗測定

離 損傷腐食、電線取付

状態、弛度



項目 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定

対象 周 期 点検箇所ねらい 周 期 点検箇所ねらい 周 期 点検箇所ねらい 周 期 測 定 項 目No No No. No

ケーブル １ １ヵ月 ヘッド、接続箱、分 １ １ 年 ケーブル腐食、きれ １ １ 年 絶縁抵抗測定配
岐箱など接続部の過 つ、損傷電
熱、損傷、腐食設

２ １ヵ月 布設部の無断掘削備
３ １ヵ月 標識、他物との離隔

距離

電動機 １ １ 日 運転者が音響 回転 １ ３ヵ月 音響、振動、温度 １ ３ 年 温度上昇等を考慮し １ １ 年 絶縁抵抗測定、 、

その他 過熱、異臭、給油状 ２ １ 年 各部の汚損 ゆるみ 内部分解点検、コイ ２ １ 年 接地抵抗測定、 、

回転機 況などについて注意 損傷、伝達装置異常 ル、軸受通風付属装

する ３ １ 年 制御装置点検 置などの手入れ

４ １ 年 接地線接続部点検 ２ ３ 年 温度上昇を考慮し回

転子引出清掃

電熱乾燥 １ １ 日 運転者が温度変形、 １ １ 年 各部の変形、損傷、 １ １ 年 絶縁抵抗測定

装 置 損傷などについて注 ゆるみ、可燃物との

意する 離隔状況

２ １ヵ月 接続部変色、過熱、負
熱線の腐食、接続部

荷
照明設備 １ １ 日 日常使用者が異音、 １ ２ 年 照明効果、汚損、損 １ ２ 年 絶縁抵抗測定

汚損、不点等につい 傷、音響、温度、コ

て注意する ンパウンド油漏れ設

配 線 １ １ヵ月 開閉器の点検 湿気 １ ２ 年 開閉器、器具の接続 １ ２ 年 絶縁抵抗測定備 、 、

じんあい等に注意

実験装置 １ １ 日 研究実験者が異音、 研究実験の責任教官 必要に 必要測定事項

異臭、過熱、損傷な が自主的に下記事項 応じて

どに注意する を点検する

１ １ 年 音響、振動、温度

、 、２ １ 年 各部の汚損 ゆるみ

損傷、伝達の異常

３ １ 年 制御装置

４ １ 年 接地線接続部

５ １ 年 可燃物との離隔の状

況

太陽電池 １ 表面の汚れ、汚損 １ 外部配線の損傷 １ 絶縁抵抗測６ヵ月 １ 年 １ 年

アレイ 定

２ 架台の腐食、錆の ２ 接地線の損傷、接 ２ 接地抵抗測６ヵ月 １ 年 １ 年

太 発生 地端子のゆるみ 定

陽

光 中継接続 １ 外箱の腐食、錆の １ 外部配線の損傷 １ 絶縁抵抗測６ヵ月 １ 年 １ 年

箱 発生 定
発 ２ 接地線の損傷、接１ 年

地端子のゆるみ
電

設 パワーコ １ 外箱の腐食、錆の １ 外部配線の損傷 １ 表示部の動６ヵ月 １ 年 １ 年

ンディシ 発生 作確認

備 ョナー ２ 異音、異臭 ２ 接地線の損傷、接 ２ 絶縁抵抗測６ヵ月 １ 年 １ 年

地端子のゆるみ 定
３ フィルタの目詰ま ３ インバータ１ 年 １ 年

り 保護機能試
験



項目 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定

対象 周 期 点検箇所ねらい 周 期 点検箇所ねらい 周 期 点検箇所ねらい 周 期 測 定 項 目No No No. No

原 動 機 １ ２週間 燃料系統からの漏油 １ １ 年 機関主要部の点検 １ ３ 年 内燃機関の分解手入 １ １ 年 絶縁抵抗測定

関 係 及び貯留 ２ １ 年 れ ２ １ 年 接地抵抗測定自 制御装置の点検
２ ２週間 機関の始動停止 ３ １ 年 始動用圧縮空気の点 燃料噴射弁 ３ １ 年 継電器試験家
３ ２週間 始動用圧縮空気の点 検 過給機分解発

検 ４ 電動機、その他回転 空気系統 止弁等電 塞

４ 電動機、その他回転 機と同様に点検 ２ 電動機、その他回転設
機と同様に点検 機と同様に点検備

常
用

原 動 機 １ １ 年 機関主要部の点検 １ ３ 年 内燃機関の分解手入 １ １ 年 絶縁抵抗測定

関 係 ２ １ 年 れ ２ １ 年 接地抵抗測定自 制御装置の点検
３ １ 年 始動用圧縮空気の点 燃料噴射弁 ３ １ 年 継電器試験家

検 過給機分解発
４ 電動機、その他回転 空気系統 止弁等電 塞

機と同様に点検 ２ 電動機、その他回転設

機と同様に点検備

非
常
用



別表第２（第１２条関係）

巡視点検、並びに定期点検基準
特高受変電設備( )C-GIS
１ 巡視点検(毎日点検)

点 検 項 目 点 検 内 容 対象機器 備 考

１ 開閉表示器、開閉表示ランプの表示確認

１ 外部一般 ２ 異常音、異臭の有無

３ キュウビクルの発錆、損傷の有無 巡視時

１)操作箱及び盤内は、前面から容易に目視できる程度とする。

操作装置及 １ 密度スイッチ、圧力計の確認 装置全体 ２)ガス圧力、周囲温度は、記録する。

２ び ２ 周囲温度の確認

制御盤 ３ 動作回数計の指示確認

３ 漏気 １ ガス系統からの漏気音の有無

２ 普通点検(１回／３年)

点 検 項 目 点 検 内 容 対象機器 備 考

１ 開閉表示、表示ランプの表示確認

２ 異常音、異臭の有無

１ 外部一般 ３ 締め付け部のチェック 装置全体

４ キュービクルの発錆、損傷の有無

５ 動作回数計の動作確認

密度スイッチ、圧力計の確認６

１ ヒータ断線の有無

２ 低圧回路配線締付の確認

２ 構造一般 ３ 低圧回路配線端子部の過熱・変色の有無 装置全体

４ キュービクル内気中部の発錆・損傷の有無

５ ガス管の発錆・損傷の有無

６ ガス圧力の確認

１ 清掃、給油、グリスの交換

２ 低圧回路配線締付の確認 遮断器

３ 操作装置 ３ ボルト・ナットの締付確認 断路器

４ 手動・電動開閉試験 接地装置

５ 開閉表示器類の動作確認

１ 絶縁抵抗測定 装置全体

４ 測定・試験

２ 検電装置の電圧確認 検電装置

３ 細密点検(１回／６年)（※－１は１回／１２年 （※－２は１回／１５年））

点 検 項 目 点 検 内 容 対象機器 備 考

１ 開閉表示、表示ランプの表示確認

２ 異常音、異臭の有無

１ 外部一般 ３ 締め付け部のチェック 装置全体

４ キュービクルの発錆、損傷の有無

５ 動作回数計の動作確認

６ 密度スイッチ、圧力計の確認

１ ブッシング類の亀裂・破損の有無

２ ヒータ断線の有無

３ 低圧回路配線締付の確認

２ 構造一般 ４ 低圧回路配線端子部の過熱・変色の有無 装置全体

５ キュービクル内気中部の発錆・損傷の有無

６ ガス管の発錆・損傷の有無

７ ガス圧力の確認



点 検 項 目 点 検 内 容 対象機器 備 考

１ 清掃、給油、グリスの交換

２ 低圧回路配線締付の確認

３ ボルト・ナットの締付確認 遮断器

３ 操作装置 ４ 手動・電動開閉試験 断路器

５ 開閉表示器類の動作確認 接地装置

６ 補助開閉器の導通確認

７ 操作機構内部点検

１ 絶縁抵抗測定 装置全体

２ 主回路絶縁測定 （ＥＳ ﾒｸﾞ 端子間：可能な範囲）

３ 検電装置の電圧確認 検電装置

４ 開閉特性試験（使用電圧による時間測定） 遮断器

４ 測定・試験

５ 漏れ電流の測定 避雷器

６ シーケンス試験 装置全般 機器動作・インターロック条件の確認

※－１７ ガス成分分析 装置全般

※－２８ 油成分分析（油取合ＶＣＴの場合） 装置全般

４ 臨時点検

必要があると認められる個所を臨時に行う点検。

①使用中、異常が認められた場合

②各種点検にて異常と判断された場合

点 検 項 目

備 考点 検 周 期 点 検 対 象

項 目 点 検 細 目

期待寿命回数に 遮断部交換または断路器接触部の部品交換及び 随 時 装置全般

達した場合 機構部摩耗部品の交換 交換基準はメーカーの

定めによる

必要個所の点検手入れ及び部品交換 随 時 装置全般

各種点検により異常 ガスリーク試験 随 時 装置全般

を発見した場合

コロナ試験 随 時 装置全般

ガス成分分析 随 時 装置全般

機器及び動作回数

点検の種類（周期） 備 考

ＶＣＢ ＤＳ／ＥＳ

普通点検 （３年） ２０００回 １０００回 点検周期か動作回数の早いほう

精密点検 （６年） ５０００回 ２０００回 点検周期か動作回数の早いほう

特高変圧器(油入式)

１ 巡視点検(毎日点検)

点 検 項 目 対 象 機 器 巡 視 内 容 等 備 考

温度計、油面計、油漏れ、異常励磁音、振動１ 変圧器本体

油漏れ、異常音及び振動、動作異常、塵埃付着２ 冷却装置

３ 窒素封入装置 巡視時異常個所、内容及び窒素密封形ガス圧と温度
４ 温度計、油面計、ガス圧計、タッブッシング 油漏れ、碍管の汚れ、亀裂を点検

１ 外部一般 ５ プ値及び動作回数は記録する。吸湿呼吸器 吸湿状況の点検
放圧装置 噴油の形跡６

活栓浄油機 動作状況７

防音タンク 外観目視８

９ タップ値負荷時タップ切替装置



２ 定期点検

点 検 個 所 点検周期 点 検 項 目 備 考 （ 点 検 要 領 等 ）

巻線 ２～３年 絶縁抵抗測定 １０００Ｖメガー （各巻線間及び対地間）

絶縁破壊電圧 で規定された方法及び装置JIS-C2101
酸価測定 で規定された方法及び装置JIS-C2101

絶縁油 ２～３年 抵抗率測定 で規定された方法及び装置JIS-C2101
油中ガス分析

水分測定

負荷時タップ １年 切替操作性、油漏れの有無

切換器 負荷時タップ切換器、電動操作機構 型式別による

油劣化防止装置 ２～３年 窒素ガス純度測定

ブッシング １年 碍管亀裂、汚損、油漏れ、局部過熱、

錆の発生、油面レベル、油面計の内部結露

冷却装置 １年 冷却ファン ベアリング音の確認

付属品 継電器、指示計器類の絶縁抵抗 ５００Ｖメガー

( )低圧制御回路 １～２年 冷却ファン、油ポンプ、その他の配線の絶縁抵抗 ５００Ｖメガー1
集合端子箱の点検 内部結露及び雨水の浸入の有無、端子の発錆、ねじの緩み、ガスケットの劣化

( )機械的保護 １～２年 ( )外観点検 ・油漏れ、ｶﾞｽ検出継電器、ﾌﾞｯﾌﾎﾙﾂ継電器内のｶﾞｽの有無、塗装の剥離、発錆2 1
継電器 ( )接点の動作チェック ・テストボタン及び変圧器の油抜きの時2

・衝撃ｶﾞｽ圧継電器

・衝撃油圧継電器

・ｶﾞｽ検出継電器

・ﾌﾞｯﾌﾎﾙﾂ継電器

・ 保護継電器LTC

( )放圧装置 １～２年 ( )外観点検 ・噴油の形跡、油漏れ、ｶﾞｽ漏れ、塗装の剥離、発錆3 1
( )接点の動作チェック2

( )ダイヤル温度計 １年 ( )外観点検 ・目盛板の汚れ、内部の結露、防振ゴムの損傷、塗装の剥離、発錆4 1

( )測温抵抗体 １～２年 ( )外観点検 ・塗装の剥離、発錆5 1
( )温度指示の確認2

( )巻線測温装置 １～２年 ( )巻線温度計 ・温度指示の確認6 1
( )温度指示の確認2

( )棒状温度計 １～２年 ( )外観点検 ・目盛板の腐食、アルコール切れ、塗装の剥離、発錆7 1

( )板状油面計 １～３年 ( )外観点検 ・目盛板の腐食および結露、塗装の剥離、発錆8 1
またはダイヤル ( )動作チェック ・フロートと指針の動作、マイクロスイッチの動作2
温度計

( )油流指示器 ２～３年 ( )外観点検 ・目盛板の腐食および結露、塗装の剥離、発錆9 1
( )指示動作2

( )圧力計 １～３年 ( )外観点検 ・目盛板の腐食および結露10 1
( )圧力指示 ・圧力計を大気圧にして０点チェック2

全般

( )ガスケット １年 ボルト、ナットの緩み点検 必要に応じ増締め1

( )塗装 １～３年 本体及び付属品の錆、損傷の点検2



変電設備台帳

別図１

土木工学実験実習棟

工学部Ｅ棟

危険物薬品貯蔵庫

野 球 場

水耕温室

動物舎

農　　　場

標本植物温室

馬　場

サークル棟

廃液処理施設棟

ボイラ室

土耕ガラス室

農場管理棟

総合研究棟

農　　　場

機械実習工場

単身者棟

（研究基盤支援施設）

大型及び小型機械棟

廃液貯蔵庫

研究・産学地域連携推進機構

乱流風洞実験棟

農　　　場

創立３３０記念交流会館

環境制御動物実験棟

留学生宿舎

正門

課外活動施設

高電圧実験棟

事務局棟

車庫

音楽棟

美術棟

農　　　場

実験研究棟（獣医）

国際交 流会館

実験温室

機械工学実験実習棟

育苗用温室

鉄塔　NTT　ﾄﾞｺﾓ

更衣室棟

発電機室Ｃ

厩舎

清花グラウンド

堆肥舎

陸上競技場

牛舎１

機械室

危険物薬品庫

ゆにのもり保育園

中央機械室棟

工学部Ｃ棟

牛舎２

農　　　場

男子寄宿舎

土耕温室

プール付属室

多目的トイレ

農　　　場

温室

実験棟
農林水理

実験実習車庫棟
木材食品加工

講義棟

地域デザイン棟

農業工学実験棟

（遺伝資源分野）

福利
施設棟

附属図書館

体育館

フロンティア科学総合研究センター

管理棟

女子寄宿舎

（ＲＩ木花分室）

フロンティア科学
暖地草地生産

総合研究センター
器具庫

農場倉庫

技術・家庭棟

センター

利用実験棟

産業動物
教育研究

講義棟

防災倉庫
研究・産学地域連携推進機構

清花グラウンド

（研究・産学地域連携推進施設）

イスラーム文化

圃場管理棟

課外活動施設

動物病院

門衛所

情報基盤センター

農業博物館

山王１号池

実験研究棟

教育学部・地域資源創成学部

危険物薬品庫

実験研究棟（北）
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宮崎大学（花殿団地）配置図
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別記様式第１号（第１７条関係）

絶縁抵抗測定記録（高圧用）

測定場所

測定年月日 年 月 日 天候・気温 ℃

測定器

設備場所 高圧機器及び回路 使用電圧( ) 測定値( Ω) 備 考v M

担当
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別記様式第２号（第１７条関係）

絶縁抵抗測定記録（低圧用）

測定場所

測定年月日

測定器

被測定幹線・分岐回 対地 測定値 （ＭΩ）

施設場所 良 否 備 考

路及び機器（容量） 電圧( ) 線 間 対 地v

担当
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別記様式第３号（第１７条関係）

接地抵抗測定記録

測定場所

測定年月日 年 月 日 天候・気温 ℃

測定器 規定値 ΩE ２

被接地機器 接地箇所 種 別 測定値（Ω） 良 否 備 考

担当
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別記様式第４号（第１７条関係）
継電器・遮断器動作試験記録

測定場所

試験年月日 年 月 日

測定器

継電 取付 製造 製造 整定値 ﾀｰ 瞬時要素 結合 ･Ｔ最終動作 動作時限測定 C
場所 型式 ｹﾞｯﾄ 遮 断 ﾚｼｵ電流試験 Ｃ・Ｂ連動（ ）

器名 者名 番号 表示 器(用途)

整 定 動 作タ ッ レ バ 電 流 ﾄﾘｯﾌﾟ sec sec
値 確 認プ ー 値 良否 ％ ％200 500

OCR

OCR

継電 取付 製造 製造 ﾀｰ 押釦 結合 逆方 ＳＯ最小動作電流試験 測定 動作時限測定

器名 場所 者名 型式 番号 ｹﾞｯﾄ 動作 遮 断 向 Ｒ 動
４００ 表示 器 作(用途) 整定値 動作電流 １３０％ ％

Ｇ・Ｒ

D G R・ ・

Ｇ・Ｒ

D G R・ ・

継電 取付 製造 製造 動作電圧試験 動作時限測定 ターゲッ 結合遮断器
場所 型式 ト表示

器名 者名 番号(用途)

時 限タップ レバー 動作電圧 試験電圧

U V R・ ・

・Ｖ・ＲO

U V R・ ・

・Ｖ・ＲO

継電 取付 製造 製造
場所 型式 トリップ整定値 点検結果動 作

器名 者名 番号(用途)

装置 ・Ｃ・Ｂ開閉表示 警報装置 制御装置 その他O

記事
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別記様式第５号

負 荷 設 備 台 帳

相 電 圧

受 変圧器及び 単位容量 台数 結線方法 容量計 備考

（ ）１次 ２次 高圧機器名 ( ) 使用種別その他KVA
電 ( ) （Ｖ）KV

電

圧

相 電圧 使用機器名 容量 台数 容量計 備 考

負 （Ｖ） （ＫＷ） （使用種別及び用途）

荷

設

備
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別記様式第６号（第１７条関係）

電 気 事 故 記 録

年 月 日

件名

事故発生の日時 年 月 日 天 候

事故発生場所

事故発生の 使 用

電気工作物 電 圧

事故の状況

事故の原因

保護装置の種類

及び動作の適否

被害電気工作物の

概 要

他に及ぼした障害

供給支障電力及び

供給支障時間

復旧の日時

事故再発の

防止対策

所属 氏 名 性 別 年 齢 作業経験 被害の内容

年 数

被害者
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別記様式第７号（第１７条関係）

主要変電機器の補修記録

機器名 製造者 型式 製造年月 定格容量 補 修 記 録

注）１ 主要機器とは変圧器、遮断機、変成器、受配電盤等をいう。

２ 補修記録欄は、事故に対する事前及び事後の措置

（例 ○月○日変圧器の取替、○月○日遮断器のブッシング取替等）


